
法人名 一般社団法人滋賀県畜産振興協会

１　人員、県の人的関与の状況 （単位：人）

　①会員の状況（社団法人のみ） 29年度 30年度 29→30増減

31 31

　②役員の状況 29年度 30年度 29→30増減 令和元年度

評議員総数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

理事総数 18 18 18

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ） 3 3 3

うち常勤役員数 2 2 2

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ） 2 2 2

監事総数 3 3 3

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

うち常勤監事数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

62.0 63.0 1.0 63.0

常勤役員の平均報酬（年額）（千円） 4,654 4,736 82 5,176

役員の報酬総額（年額）（千円） 10,906 10,557 △ 349 11,495

　③職員の状況 29年度 30年度 29→30増減 令和元年度

職員総数 8 9 1 10

常勤職員 6 7 1 7

プロパー職員 3 4 1 3

うち県退職職員（ＯＢ） 1 2 1 1

県等からの派遣職員

うち県派遣職員

臨時・嘱託職員 3 3 4

うち県退職職員（ＯＢ） 1

非常勤職員 2 2 3

うち県派遣職員

うち県退職職員（ＯＢ）

55.3 57.3 2.0 58.8

5,063 5,303 240 5,487

職員の給与総額（年額）（千円） 27,927 30,632 2,705 36,409

10代 20代 30代 40代 50代 60代～ 合計

(令和元年度当初実数) 1 2 3

２　県の財政的関与の状況 （単位：千円）

29年度 30年度 29→30増減 令和元年度

補助金等合計 15,599 15,394 △ 205 24,373

県からの借入金

県からの損失補償・債務保証

プロパー職員の年代別職員数

令和元年度　出資法人経営評価表

常勤役員の平均年齢

プロパー職員の平均年齢

プロパー職員の平均給与（年額）（千円）

畜産経営技術改善促進事業費補助金　4,300
千円
「近江牛」ブランド力磨き上げ事業　4,101千円

項　　　　　　目 備考（R1内訳）

県からの
年間
収入額

補助金

事業費補助金 9,775 9,524 △ 251 14,318
地域肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金
8,818千円
「近江牛」ブランド力磨き上げ事業　5,500千円

運営費補助金 4,200 4,246 46 8,401

委託料 1,624 1,624 1,654
畜産生産基盤育成強化事業委託料
1,654千円

その他

年度末
残高

短期貸付金の金額（期間中の県からの借入れで、同
一年度に貸付けと返済の双方が行われるもの）



28 29 30

中期経営計画、年度目標とも策定している。

中期経営計画のみ策定している。

年度目標のみ策定している。 ○ ○ ○

策定していない。

全ての事業が社会情勢に適合し、その意義は大きい。

　 社会情勢に照らして意義が薄れてきた事業がいくつかある。 ○ ○ ○

社会情勢に照らして意義の薄れてきた事業が多くある。

活動について成果目標を定め、目標以上に達成している。

活動について成果目標を定め、目標どおり達成している。

活動について成果目標を定め、概ね目標どおりに達成している。

活動について成果目標を定め、達成しているものもあるが、十分ではない。

活動について成果目標を定めていない。 ○ ○ ○

多様な調査を実施し、積極的にニーズの把握に努めている。

ニーズを把握するための手段を講じている。 ○ ○ ○

具体的な取組はしていない。

管理費比率が２期連続で減少した。 ○

管理費比率が前期に比べ減少した。 ○ ○

管理費比率が前期に比べ増加した。

管理費比率が２期連続で増加した。

経常収益が２期連続で経常費用を上回った。 ○

経常収益が、当期は経常費用を上回った。 ○

経常収益が、当期は経常費用を下回った。

経常収益が、２期連続して経常費用を下回った。 ○

当期末において債務超過でない。 ○ ○ ○

２期連続で改善した。

前期に比べ改善した。

前期に比べ悪化した。

２期連続で悪化した。

２期連続で増加した。 ○

前期に比べ増加した。 ○

前期に比べ減少した。

２期連続で減少した。 ○

当期末において累積欠損金はない。 ○ ○ ○

累積欠損金は、２期連続で減少した。

累積欠損金は、前期に比べ減少した。

累積欠損金は、前期に比べ増加した。

累積欠損金は、２期連続で増加した。

流動比率は、２期連続で100%以上であった。 ○ ○ ○

流動比率は、当期は100%以上であった。

流動比率は、当期は100%未満であった。

流動比率は、２期連続で100%未満であった。

当期末において借入金はない。 ○ ○ ○

２期連続で低下した。

前期に比べ低下した。

前期に比べ上昇した。

２期連続で上昇した。

３　評価

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

効果性

中期経営計画、年度目標の策定

　本会の主要事業が国の補助、委託事業を
活用した価格安定対策であることから、中
期的な計画策定には苦慮しており、経営計
画の策定が遅れている。
　事業内容については、県とも協議しなが
ら、社会情勢や会員ニーズを勘案し見直し
を図る。

　協会の主な事業は国、中央団体や
県等の補助事業の実施であるため、
事業計画は国等の制度改正に左右
されるところが大きい。その中で、協
会の体制や社会情勢、関係者のニー
ズを勘案した事業を実施するため、
多様化した事務内容を見直し、より効
果的な事業推進を図るよう中期経営
計画の策定を支援していく。

事業活動の社会情勢への適合性

活動の成果の達成度

住民、関係者等のニーズの把握状
況

健全性
債務超過の状況

　正味財産は増額し、債務超過の状態でな
く、借入金等も無く協会運営を図っている。

　計画的に基金を取り崩す事業があ
るものの、正味財産は増額している。
債務超過の状態でなく、借入金等も
無いことから、健全に運営されている
と考える。

正味財産期末残高の状況

累積欠損金の状況

短期的支払い能力の状況

借入金依存率の状況

効率性 経常費用に占める管理費の状況

　管理費比率は増加しているが、計画的な
取崩し基金事業であり、経常収益が経常費
用を上回っている。

　管理費比率は増加しているが、ほ
ぼ横ばいである。計画的に基金を取
り崩す事業があるものの、正味財産
は増加しており、経常収益が経常費
用を上回っており、適正に運営されて
いると考える。

経常収益・費用の比率



28 29 30
区分 評価項目 評価内容

該当項目に○
出資法人の所見 県の所見

知事・副知事が法人の代表者へ就任していない ○ ○ ○

知事・副知事が法人の代表者へ就任している

当期末において県派遣職員はない ○ ○ ○

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県派遣職員の割合は前期と概ね同程度

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ上昇した。

当期末において県退職職員はない

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県退職職員の割合は前期と概ね同程度 ○ ○

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ上昇した。 ○

当期末において県の財政支出はない。

経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で低下した。 ○ ○

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ低下した。 ○

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ上昇した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で上昇した。

当期間中において県の短期貸付けはない ○ ○ ○

県の短期貸付けの額が２期連続で減少した。

県の短期貸付けの額が前期に比べ減少した。

県の短期貸付けの額が前期に比べ増加した。

県の短期貸付けの額が２期連続で増加した。

当期末において県の損失補償・債務保証はない ○ ○ ○

県の損失補償・債務保証の額が２期連続で減少した。

県の損失補償・債務保証の額が前期に比べ減少した。

県の損失補償・債務保証の額が前期に比べ増加した。

県の損失補償・債務保証の額が２期連続で増加した。

規程を整備している。

規程を設けていない。 ○ ○ ○

ホームページ等により不特定の者に対し情報公開を行っている。 ○ ○ ○

不特定の者に対し情報公開を行っていない。

作成した財務諸表について、会計監査人監査を受けている、または、財務
諸表の作成過程で、会計の専門家の指導・助言を受けている。

○ ○ ○

会計の専門家による監査・指導・助言等は受けていない。

業務監査を実施している。 ○ ○ ○

業務監査を実施していない。

自立性

県派遣職員の状況

短期貸付金の金額（期間中の県
からの借入れで、同一年度に貸付
けと返済の双方が行われるもの）
の状況

　肉牛に係る補てん金交付のための基金取
崩額の振り替えにより経常収益額が増加
し、自主事業収益の割合が減少している
が、自立性は保たれている。

　本会が実施する事業を円滑に進める上に
おいて、執行体制の充実を図るため、平成
28年度から業務担当の常務理事を新設し
協会運営を図っている。

　知事・副知事が法人の代表者に就任して
いない。

透明性 情報公開規程の整備状況
　法人法で定める計算書類等の他、財産目
録、役員名簿、各種の運営規定集を事務所
に備えていることから、協会の透明性は確
保されている。また、法人法で定める情報
公開は行っているが今後、県とも協議し規
程の整備を図る。

　情報公開が適切に行われるよう、
規程の整備等を求める。

情報公開の実施状況

会計専門家の関与状況

業務監査の実施状況

　協会の事業は、畜産に関する専門
知識、技術を必要とすることから、平
成２８年度から畜産技術系の県OB職
員が常勤役員に就任したが、依然多
くの事業を最低限の人数で行ってお
り、専門的技術指導は県の支援が必
要と考える。

　知事・副知事が法人の代表者に就
任していない。

県財政支出の状況

知事・副知事の代表者への就任
状況

県退職職員の就任状況

　県財政支出額は横ばいであるが、
肉牛に係る補てん金交付のための基
金取崩額が振り替えられていること
から経常収益額が増加し、自主事業
収益の割合が減少したものであり、
自立性は保たれていると考える。

損失補償等の状況



総　合　所
見

　より一層、社会的要請や生産者、会員団体が真に求
める事業運営を目指し、業務内容について再検討する
とともに、協会の運営上の課題整理と解決策を具体化
し、将来にわたり本県畜産振興の中核団体として会員
団体（生産者）と共存共栄できる運営基盤を確立して
いく。

　経営安定対策事業、生産振興対策事業および家畜
防疫体制確保事業など、国、中央団体や県の補助事
業を適切に実施し、本県畜産農家の経営安定に寄与
している。また、自主事業である畜産物のＰＲ活動、事
務局としての畜産関係団体の活動支援など公共性の
ある取組を行うなど、畜産の中核団体としての役割を
果たしている。
　しかしながら、事業内容が国等の制度改正に左右さ
れるところが大きく、協会の体制、社会情勢や、関係者
のニーズを勘案した事業の実施のためには、多様化し
た補助事業の見直しが急務となっており、協会と十分
に検討する必要がある。

実施計画に定める目標 左の実績 実施計画に定める目標 左の実績

①運用型基金の活用方策
の決定
②畜産農家に対する指導
支援体制の決定

　県と協議を重ね、引き続
き適正かつ円滑な運営に
努める。

①運用型基金の活用方策
の決定
②畜産農家に対する指導
支援体制の決定

協会と協議を重ね、引き続
き現体制を支援する。

財務に関する
事項

  各事業（セーフティーネット対策として、肉用子牛、肥
育牛および肉豚の価格差補てん事業等）を適切に実
施していく中で、健全な協会運営を図るため、自主財
源の確保に努める。

　国、中央団体等の補助事業が運営の大半を占めて
おり、その財務管理は適切に行われている。協会運営
に関する財務状況は健全な状況であり、引き続き安定
的な財務運営に努められるよう求める。

行政経営方
針実施計画

に関する事項

※実施計画
は次頁参照

  ①運用型基金の有効活用方策（補助金制度への変
更等）
  ②畜産農家に対する効果的･効率的な指導支援体制
（既存事業の見直し、事務局受託畜産5団体 への支援
体制の見直し等）

　運用型基金は構成団体からの拠出金による事業基
金の運用益により事業を行ってきたものであるが、近
年は十分な果実が得られず効果が出ていないことか
ら、有効活用方策の検討を行ってきたところである。検
討結果を受け、今後も適正に管理されるよう求める。
　畜産農家に対する支援は、将来的な畜産振興を見
据えた支援体制の検討が必要であることから検討を
行ってきたものである。検討の結果を受け、事務局の
受託や、指導員等の技術体制の継続を支援する。

実施計画に定める「具体的な取組内容」の進捗状況 実施計画に定める「具体的な取組内容」の進捗状況

　運用型基金の有効活用方策については、補助金制
度への変更は困難であることから、今後とも基金の適
正管理につとめる。
  指導支援体制については、県の指導を受けながら引
き続き見直しを進めたい。

①運用型基金の有効活用方策については、同基金を
扱う全国の団体を対象とした調査結果を踏まえ、県補
助金制度への変更は困難であるとの結論に至った。
 ②畜産農家に対する効果的･効率的な指導支援体制
については、現在の５団体は畜種ごとに構成されてお
り、統合することはできない。また、県域で他に代替しう
る者が無いため現在の支援体制を継続するとの結論
に至った。

出資法人の総合的評価・対応 県による総合的評価・対応

事業に関する
事項

　経営安定対策である肉用子牛生産者補給金制度や
肉用牛肥育経営安定制度を中心に、国の補助事業を
活用して、生産振興や経営安定対策はもとより、酪農、
家畜改良対策、家畜防疫対策を今後とも継続して実施
していく。
　畜産生産団体の支援として受託している事務局業務
については、県の方針に基づき、引き続き団体に対す
るより効果的・効率的な指導支援体制を検討していく。

　経営安定対策事業、生産振興対策事業および家畜
防疫体制確保事業など、国、中央団体や県の補助事
業を適切に実施し、本県畜産農家の経営安定に寄与
している。また、自主事業である畜産物のPR活動、事
務局としての畜産関係団体の活動支援など公共性の
ある取組も行っている。
　しかし、事業は国等の制度改正に左右されるところが
大きく、協会の体制、社会情勢や、関係者のニーズを
勘案した事業の実施のためには、多様化した補助事
業の見直しが急務である。



　行政経営方針実施計画（平成27年度～平成30年度）

　行政経営方針実施計画（令和元年度～令和４年度）

【参考資料】
　財務諸表等へのリンク

http://shiga.lin.gr.jp/kyokaigaiyo.html

行政経営方針実施計画の各法人に係る部分のデータを貼付してください（画像データでも可）。行政経営方針実施計画の各法人に係る部分のデータを貼付してください（画像データでも可）。

行政経営方針実施計画の各法人に係る部分のデータを貼付してください（画像データでも可）。


